
JR Iレビュー   2016 Vol.2, No.32　15

佐藤　主光　氏（一橋大学大学院経済学研究科、国際・公共政策大学院　教授、注１）

　一橋大学の佐藤です。本日はよろしくお願いいたします。

　私のほうからは、先ほどあった問題提起に対して、とくに諸外国では

どのような対応をしているのかということを中心にお話をさせていただ

ければと思います。

〔医療保険財政の課題と対応〕

　私自身は財政学者でありますので、とくに医療の財源確保の観点を重
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（注１）〔プロフィール〕1992年一橋大学経済学部卒業。98年クイーンズ大学（カナダ）経済学部博士課程修了（Ph.D.取得）。99年
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んじていますけれども、その医療保険財政の観点から見たときの課題と対応について。

　まず、問題点その１として言われているのは、医療費および介護もそうなんですが、歳出の膨張に歯

止めがなかなかきかない。その一つの理由は、もちろん、高齢化がありますが、そのほかにも技術の進

歩とか、幅広い保険給付の範囲とか、あと、高い高齢者の医療費とか、こういったものが相まって医療

費の拡張に対してコントロールがきかない、こういう問題があります。これに対して、では、どう対応

していくべきなのかということ。

　そうはいっても、医療の財源確保が問われるわけでありまして、日本の場合、建前上は社会保険方式

をとっておりますが、実態は社会保険料と税金、公費と呼ばれますが、税金のちゃんぽんになっている

わけです。本来、社会保険の財源はどうあるべきなのか、医療保険の財源はどうあるべきなのか。それ

から、先ほど、ガバナンスという言葉が出てきましたけれども、実際、誰がこの医療費の適正化あるい

は効率化の担い手になるべきなのかということについて、幾つか問題提起をさせていただければと思い

ます。

〔医療費の総額管理〕

　まず、医療費のコントロールというところですが、大きく分けて二つのアプローチがあり得ます。一

つはトップダウン型。つまり、国が医療費の総額を定め、その目標を設定し、それを厳格に現場に執行

させるというやり方です。日本でも、例えば、今、話題になっていますが、診療報酬の改定というのは
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閣議決定されるものですから、ある意味、トップダウンですよね。ところが、実際のところでの医療費

の使われ方は現場にゆだねているところがあります。このため医療費のコントロールにつながっている

かというと、そういうわけではない。むしろ、この辺をかなり厳格にやっているのはフランスの

ONDAMと言われる仕組みですけれども、国が支出目標を定め、それを現場に落としていく、こうい

う仕組みになっております。

〔経済・財政一体改革＝ボトムアップアプローチ？〕

　その反対のアプローチとしてあり得るのはボトムアップでありまして、実は、今、日本の場合ですけ

れども、経済・財政一体改革で志向されているのは、まさにこのボトムアップのアプローチであります。

例えば平均在院日数であるとかこういったものにKPI（Key Performance Indicator）と言われる目標

値を定めまして、それを現場にいろんな医療費の適正化に向けた施行をゆだねていく、そういうやり方

をしています。ボトムアップとは、現場の創意工夫に基づいて、最終的には医療費の抑制と適正化につ

なげていこうという、こういうアプローチです。

　後で紹介しますオランダの管理競争なんかも、ある意味、現場志向であるという点ではボトムアップ

に近いのかなと思います。大きく、この二つ。トップダウンでいくのか、ボトムアップでいくのか、こ

の二つのアプローチがあるということになります。
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〔社会保険料の実態〕

　それから、医療財源につきましてですけれども、国民医療費全体で見れば、大体その半分は社会保険

料によって賄われているわけです。よく社会保障と税の一体改革で消費税が社会保障財源として話題に

なりましたが、消費税だけで別にこの社会保障がファイナンスされているわけではなく、やっぱりその

中心となっているのは社会保険料であるということ。

　ところが、その問題点は何かといいますと、社会保険料が極めて逆進的で、かつ非効率であるという

ことであります。消費税のことをよく逆進的だと言いますけれども、実際、低所得者にとって大きな負

担になっているのは社会保険料であります。とくに医療に関して言いますと、全体として、特に所得の

低い方々は市町村の国民健康保険に入っているケースが多いわけで、そのなかには均等割とか、応益割

といわれている定額部分があるんですね。そうすると、所得とは関係なく払わなければならない保険料

があるので、そのことが低所得者にとってみれば負担を重くしていくという問題があります。

　それからもう一つ、被用者保険。サラリーマンの皆さんにとってみると、自分たちの払った保険料が

自分たちのために使われているわけではないという問題もあるわけです。つまり、実際のところは、自

分たちの払った保険料の半分近くは前期あるいは後期高齢者に対する納付金や支援金という形になって

いるということですね。
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〔社会保険料の実態（その２）〕

　さらに、その社会保険料は正規雇用に対する税金、そういう仕組みにもなっています。これはとくに

被用者保険の場合ですけれども、事業者からすれば、ある労働者をパートで雇えば別に事業主負担は発

生しない。ところが、正規雇用すると事業主負担が発生しますので、結果的にみれば、これは労働コス

トの増加要因ということになるわけです。今、安倍政権では、私もちょっと税調でかかわっていますが、

法人税の減税の話がありますが、実は、事業者の立場に立ったときには、多分、法人税よりも大きな負

担は社会保険料のほうです。なぜかというと、利益が上がろうが上がるまいが、社会保険料の負担は事

業主側に発生するからですね。これは極めて経済にとってみれば重い負担になるということになります。

　日本の医療の財源確保、その主軸である社会保険料は、逆進的、つまり、不公平であり、かつ成長に

もかなわない、非効率であるというんですね。こういう問題を抱え込んでいるということになります。

〔参考：一般社会税（フランス）〕

　では、外国ではどうしているのかということですけれども、一つのあり得るアプローチは、例えばフ

ランスの場合は、社会保険料の租税化を進めてきておりまして、これは一般社会税とかいろんな訳し方

があるのですが、要は、税金と割り切って、勤労所得に限らず、幅広に税金として徴収しましょう、こ

ういう仕組みも考えられるということになります。
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〔日本版マネジドケア？〕

　もう一つ、最後にガバナンスの問題。誰がこの医療費の適正化あるいは効率化に責任を持つべきなの

かということですけれども、日本の場合、今のところ、指向されているのは都道府県ということになっ

ています。とくに地域医療構想あるいは医療費適正化計画のなかにおいては、今、都道府県の役割が強

化されている。強化されているのはいいのですが、果たして都道府県にそれを担う能力があるか。それ

から、先ほど出ていましたが、インセンティブがあるかと言われると、ここがまだわからないわけですね。

　例えば病院の病床の転換であるとか病院の機能分化を都道府県は促していく、そういう権限があると

いうんですが、具体的に、では、その都道府県の言うことを聞かなかった病院はどうなるのかというと、

別に保険医療機関の指定を取り消されるわけでもなく、医療機関に対して都道府県は勧告をするだけと

か、自分の言うことを聞かなかった病院の名前を公表するとか、その程度なのですよね。その程度でも

結構なインパクトはあると言う方もいらっしゃるかもしれませんが、極めて都道府県のマネジドケアと

いいますか、医療費適正化に向けた権限はやはり限られているのかなと思うわけです。

〔管理競争という考え方〕

　さて、諸外国ではどうなっているか。先ほど、ご紹介のあったオランダのケースでありますけれども、

オランダの場合は、基本的には保険者を個人が選択できる仕組みになっております。かつ、個人は税金

としての社会保険料と自分のための社会保険料を分けて払う仕組みになっています。つまり、ここにお
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きましては、医療の財源につきましては、税としての要素と自分のための保険料としての要素がきれい

に分かれていることになります。かつ、保険者が医療機関に対していろんな交渉事も行う保険者機能を

担っており、個人がその保険者を選ぶことを通じて保険者間の競争を促し、ある意味、保険者のやる気

といいますか、適正化、サービスの向上、質の向上に向けたやる気を促しているというんですね。そう

いうたてつけになっているということが一つの特徴かなと思います。

〔参考：政府の失敗と市場の失敗〕

　個人が保険者を選べるというのは、言い方を変えると、社会保険と雇用を切り分けるという考え方に

なります。つまり、私が正社員であろうと、パートであろうと、私の保険者の選択とは関係ないわけで

すね。ところが、日本の場合は違いますよね。私が明日、大学をクビになると、私は保険まで変えなけ

ればいけなくなるわけなので、職業選択と保険の選択が一体化しているのが日本の場合で、それを分け

ているのがオランダあるいはドイツ、スイスのケースということになります。社会保険なのだから職業

と一体であるべきだと思うのは、日本の固定観念であり、世界のなかでは必ずしもそれが常識ではない

ということは強調に値するかと思います。

〔スライド10、11、12〕

　この辺のところは、時間の都合がありますので、また後にご説明申し上げたいと思います。
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〔欧州医療制度改革の特徴〕

　やはり海外、欧州の場合は、こういう形で工夫をしています。80年代、確かにヨーロッパなんかでも

医療費の高騰にさいなまれて、総予算枠規制とかさまざまな医療費のコントロール、歯止めをかけよう

とする努力をしてきたのですが、なかなか現場で医療資源の効率化が進まなかったということがあり、

その結果、そこで、いわゆる管理競争と私たちが呼びますけれども、もっと保険者の主体性を強化しよ

う、そちらのほうに舵を切ってきたということがあります。

　もちろん、こういうことを言うと、いや、低所得者に対する配慮はどうするんですかという議論が出

ますが、それはそれでまた別途措置をする。例えば、もし社会保険料が高いということであれば、その

社会保険料の一部を低所得者に限っては補助する仕組みをつくるとか、こういう形で公平と効率。公平、

つまり、低所得者に対する配慮と、効率、医療資源の配分の適正化、医療費の適正化を両立させる仕組

みをつくってきたのが、欧州の医療制度改革の大きな特徴と言えるのではないかと思うわけです。

〔何故、欧州の改革は成功したのか？〕

　また詳しくはパネルのときに言う機会があると思いますけれども、最後に一言だけ。

　これは、一夜にしてできることではありません。オランダの場合は、最初に医療の計画、包括的な医

療制度の抜本改革が出てきたのは1988年です。で、今の形になったのは2006年です。したがって、20年

近い歳月をかけています。そのなかでオランダは何回も政権交代しています。でも、この改革の方向は
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変わらなかった。

　なぜか。超党派的な合意ができたから。それから、やっぱり試行錯誤を通じて、ちょっとずつ改革を

実現に向けて進めてきたということがあるわけです。大きなグランドデザインとビジョンを持ちながら、

それに向けて、ある意味、漸進主義的にアプローチしていったのがオランダの特徴であるわけです。

　何が言いたいかというと、こういう医療制度の大きな改革は一夜にしてできることではないというこ

とになりますので、そこはやはり辛抱強い改革が求められているのかなと思います。

　私のほうからは以上です。ご清聴ありがとうございます。（拍手）

島崎　謙治　氏（政策研究大学院大学　教授、注２）

「国民皆保険の将来と克服すべき政策課題」

　ご紹介いただきました島崎でございます。時間が限られておりますので、早速、中身に入っていきた

いと思います。

（注２）〔プロフィール〕1978年東京大学教養学部卒業。同年厚生省入省。93年千葉大学助教授、2001年厚生労働省保険課長、2003

年国立社会保障・人口問題研究所副所長、2005年東京大学大学院法学政治学研究科客員教授を経て、2007年より現職。博士

（商学、早稲田大学）。専門分野は社会保障政策。主著：『日本の医療－制度と政策』（東京大学出版会、2011年）、『医療政策を

問いなおす』（ちくま新書、2015年11月）
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〔プレゼンテーションの趣旨〕

　「国民皆保険の将来と克服すべき政策課題」というタイトルをつけて

いる趣旨は、ここに書いてある通りです。医療政策をめぐる対立は激し

いけれども、「国民皆保険の堅持」という１点だけは異論がありません。

しかし、それは国民皆保険の将来が安泰であることを意味しません。私

が危惧しておりますのは、国民皆保険の堅持という旗は掲げたまま、医

療給付内容の低下や地域医療の崩壊が進み国民皆保険が形骸化すること

です。

　もちろん、私はそれが望ましいシナリオであると考えているわけではありません。それを回避するた

めの医療政策をきちんと打っていくことが必要です。その背景や内容について、後ほどのディスカッシ

ョンにつながるお話をさせていただきたいと思います。

〔国民皆保険の達成・成熟過程〕

　国民皆保険というのは、この三つの軸であらわされます。つまり、誰がカバーされているか、どの範

囲のサービスまでカバーされているか、そして、自己負担の割合はどうかということです。

　この図の手前右端は1961年の前の状態であり、1961年に100％カバーになったわけです。ただし、そ

のときは制限診療というのが行われていました。例えば結核になったときに自由に抗生物質が使えたわ

島崎教授
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